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第7章　定年、退職及び解雇
（定年等）
第51条　

【モデル書式】労働条件通知書（再雇用）�
【モデル規程】再雇用制度規則

［例1］  定年を満70歳とする例  
労働者の定年は、満70歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

［例2］  定年を満65歳とし、その後希望者を継続雇用する例  
労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は
退職事由に該当しない労働者については、満70歳までこれを継続雇用する。

［例3］  定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例（満65歳以降は対象者基準あり）  
労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は
退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。

3 前項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、解雇事
由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当
する者については、満70歳までこれを継続雇用する。

 （1） 過去○年間の人事考課が○以上である者
 （2） 過去○年間の出勤率が○％以上である者
 （3） 過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認めら

れた者
［例4］  定年を満 65 歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締

結する例（ともに対象者基準あり）  
労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は
退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者
については、満70歳までこれを継続雇用する。

 （1） 過去○年間の人事考課が○以上である者
 （2） 過去○年間の出勤率が○％以上である者
 （3） 過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認めら

れた者
3 第 1 項の規定にかかわらず、定年後に業務委託契約を締結することを希望し、解雇事

由又は退職事由に該当しない者のうち、次の各号に掲げる業務について、業務ごとに
定める基準のいずれにも該当する者については、満 70 歳までこれと業務委託契約を
継続的に締結する。なお、当該契約に基づく各業務内容等については、別途定める創
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【モデル書式】労働条件通知書（再雇用）①
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【モデル書式】労働条件通知書（再雇用）②
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【モデル書式】労働条件通知書（再雇用）③



第4章　モデル就業規則（厚生労働省）と運用

103
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業支援等措置の実施に関する計画に定めるところによるものとする。
（1） ○○業務においては、次のいずれの基準にも該当する者

ア 過去○年間の人事考課が○以上である者
イ 当該業務に必要な○○の資格を有している者

（2） △△業務においては、次のいずれの基準にも該当する者
ア 過去○年間の人事考課が○以上である者
イ 定年前に当該業務に○年以上従事した経験及び当該業務を遂行する能力があるとし

て以下に該当する者
① ○○○○　
② △△△△

（退職）
第52条　前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
① 退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して 日を経過したとき
② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
③ 第9条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき
④ 死亡したとき
2 労働者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃
金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。

【社内様式】退職時チェック表�
【社内様式】退職証明書

（解雇）
第53条　労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
① 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。
② 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等

就業に適さないとき。
③ 試業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない

場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき（会社
が打ち切り補償を支払ったときを含む。）。

④ 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
⑤ 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認め

られたとき。
⑥ 第66条第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。
⑦ 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部

門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。
⑧ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。
2 前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも 30 日前に予告をする。予告

しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、
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①①基基本本情情報報

生生年年月月日日

社社会会保保険険

雇雇用用保保険険

②②退退職職時時手手続続

☐健康保険・厚生年金保険　被保険者資格喪失届 退職後5日以内

・本人及び扶養家族の保険証返却

☐健康保険　任意継続被保険者　資格取得申出書 退職後20日以内

・扶養を証明する書類等

【雇用保険】

☐雇用保険 ☐雇用保険　被保険者資格喪失届 退職後10日以内

☐雇用保険　被保険者離職証明書 退職後10日以内

・賃金台帳等

【税務事務】

☐給与所得の源泉徴収票

【その他】

☐退職証明書

☐退職金支給関係 ☐退職所得の受給に関する申告書

 退職者⾃⾝が健保組合に⼿続き
 すること

☐源泉徴収票発行

☐退職証明書発行依頼

退職時チェック表

【社会保険】

☐健康保険資格喪失

☐任意継続被保険者加入

（原則として本人が手続き）

☐雇用保険離職票発行

希望　・　希望なし

希望　・　希望なし

（　　　　）

（　　　　）

　　　年　　　月　　　日

任任意意継継続続

（（ふふりりががなな））

氏氏名名

退退職職後後

住住所所

離離職職票票交交付付

 〒

　　年　　　月　　　日（　　　歳）

加入　・　なし

加入　・　なし

部部署署

電電話話番番号号

携携帯帯

退退職職日日

【社内様式】退職時チェック表
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年 ⽉ ⽇ 

 殿 

 
会社名 
代表取締役          印 

 

 

退職証明書 
 
 
 労働基準法第 22 条に基づき、下記のとおり証明します。 
 

記 
 

１ 使⽤期間 
年 ⽉ ⽇〜 年 ⽉ ⽇ 
 

２ 業務の種類 
営業職 

 
３ その事業における地位 

⾸都圏営業部法⼈営業課 課⻑ 
 
４ 賃⾦ 

退職前年の年収：       円 
⽉給 
・基本給       円 
・営業⼿当      円 
・資格⼿当   円 

 
５ 退職の事由（解雇のときはその理由） 

⾃⼰都合退職 
 

以上 

【社内様式】退職証明書
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予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。
3 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて労働者を第 65 条第 1 項第 4 号に定

める懲戒解雇にする場合又は次の各号のいずれかに該当する労働者を解雇する場合は
適用しない。
① 日々雇い入れられる労働者（ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った者を

除く。
② 2か月以内の期間を定めて使用する労働者（ただし、その期間を超えて引き続き使用さ

れるに至った者を除く。）
③ 試用期間中の労働者（ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）

【社内様式】解雇予告通知書�
【モデル書式】退職事由に係るモデル退職証明書（記載例あり）

第8章　退職金
（退職金の支給）
第 54 条　勤続 年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより
退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続 年未満の者には退職金を支給しな
い。また、第65条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないこ
とがある。
2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再

雇用については退職金を支給しない。
（退職金の額）
第55条　退職金の額は、退職又は解雇の時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた下表の支
給率を乗じた金額とする。
2 第 9 条により休職する期間については、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年

数に算入しない。
（退職金の支払方法及び支払時期）
第56条　退職金は、支給事由の生じた日から〇か月以内に、退職した労働者（死亡による退職
の場合はその遺族）に対して支払う。

第9章　無期労働契約への転換
（無期労働契約への転換）
第57条　期間の定めのある労働契約（有期労働契約）で雇用する従業員のうち、通算契約期間
が5年を超える従業員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約
の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）での雇用に転換する
ことができる。
2 前項の通算契約期間は、平成 25 年 4 月 1 日以降に開始する有期労働契約の契約期間

を通算するものとする。ただし、契約期間満了に伴う退職等により、労働契約が締結
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年 ⽉ ⽇ 

 
殿 

 

会社名 
代表取締役          印 

 
 
 

解雇予告通知書 
 
 

貴殿を下記の理由により  年  ⽉  ⽇付にて解雇いたします。 
なお、本通知⽇から解雇⽇までが 30 ⽇に満たない場合は、労働基準法第 20 条に基づく

解雇予告⼿当を⽀給します。 

 
記 

 
１ 解雇⽇ 

年 ⽉ ⽇ 
 
２ 解雇理由 

① 就業規則上の根拠：第  条  号に定めた〇〇〇〇に該当するため 
 
② 具体的な理由 
・ 
 
・ 
 
・ 

 
以上 

【社内様式】解雇予告通知書
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                  退退職職事事由由にに係係るるモモデデルル退退職職証証明明書書  

 
 

 

             殿 

 
 以下の事由により、あなたは当社を   年  月  日に退職したことを証明します。 
 
 
 
 
 
                                平成  年  月  日 

 
                    事業主氏名又は名称 
 
                    使 用 者 職 氏 名                   

 
 

 
① あなたの自己都合による退職（②を除く。） 
 
② 当社の勧奨による退職 
 
③ 定年による退職 
 
④ 契約期間の満了による退職 
 
⑤ 移籍出向による退職 
 
⑥ その他（具体的には          ）による退職 
 
⑦ 解 雇（別紙の理由による。） 
 

    ※ 該当する番号に○印を付けること。 
※ 解雇された労働者が解雇の理由を請求しない場合には、⑦の｢（別紙の理由による。）｣ 

を二重線で消し、別紙は交付しないこと。 
 

【モデル書式】退職事由に係るモデル退職証明書（記載例あり）①
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【 別 紙 】 太字部分は記載例 

 
ア、天災その他やむを得ない理由（具体的には、 

 
 

                 によって事業の継続が不可能になったこと。）による解雇 
 
 

イ、事業縮小等当社の都合（具体的には、当社が、事業縮小のため、S支店を閉鎖す

ることになり、他に適当な配置箇所もない状況 となったこと。）による解雇 

 
 

ウ、職務命令に対する違反行為（具体的には、あなたが 上長の指示及び命令（〇年〇月〇

日、〇年〇月△日）に対し、執拗に上長を侮辱し、これに反対し、職場秩序を

乱して業務を停滞させる妨害行為を したこと。）による解雇 

 
 

エ、業務について不正な行為（具体的には、あなたが 虚偽の伝票書類を作成して自己の

利益を謀り会社に損害を与える行為を したこと。）による解雇 

 
 

オ、相当長期間にわたる無断欠勤をしたこと等勤務不良であること（具体的には、あなたが 正当

な理由なく、引き続く１４日間の無断欠勤を したこと。）による解雇 

 
 
カ、その他（具体的には、 

 
 

                                     ）による解雇 
 

 ※該当するものに○印を付け、具体的な理由等を（  ）の中に記入すること。 

【モデル書式】退職事由に係るモデル退職証明書（記載例あり）②
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されていない期間が連続して 6 ヶ月以上ある従業員については、それ以前の契約期間
は通算契約期間に含めない。

3 この規則に定める労働条件は、第 1 項の規定により無期労働契約での雇用に転換した
後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した時の年齢が、第 49 条に規
定する定年年齢を超えていた場合は、当該従業員に係る定年は、満 _ 歳とし、定年に
達した日の属する月の末日をもって退職とする。

【モデル書式】無期労働契約転換申込書、無期労働契約転換申込み受理通知書�
【申請様式】第二種計画認定・変更申請書（様式第7号）記入例

第10章　安全衛生及び災害補償
（遵守事項）
第58条　会社は、労働者の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のために必要な
措置を講ずる。
2 労働者は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の

防止に努めなければならない。
3 労働者は安全衛生の確保のため、特に下記の事項を遵守しなければならない。

① 機械設備 、工具等 の 就業前点検 を 徹底 すること 。 また 、異常 を 認 めたときは 、 
速やかに会社に報告し、指示に従うこと。

② 安全装置を取り外したり、その効力を失わせるようなことはしないこと。
③ 保護具の着用が必要な作業については、必ず着用すること。
④ 20歳未満の者は、喫煙可能な場所には立ち入らないこと。
⑤ 受動喫煙を望まない者を喫煙可能な場所に連れて行かないこと。
⑥ 立入禁止又は通行禁止区域には立ち入らないこと。
⑦ 常に整理整頓に努め、通路、避難口又は消火設備のある所に物品を置かないこと。
⑧ 火災等非常災害の発生を発見したときは、直ちに臨機の措置をとり、 に報告し、その指

示に従うこと。
（健康診断）
第59条　労働者に対しては、採用の際及び毎年1回（深夜労働に従事する者は6か月ごとに1
回）、定期に健康診断を行う。
2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する労働者に対しては、特

別の項目についての健康診断を行う。
3 第 1 項及び前項の健康診断の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時

間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
（長時間労働者に対する面接指導）
第60条　会社は、労働者の労働時間の状況を把握する。
2 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その者の申出により医師

による面接指導を行う。
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無期労働契約転換申込書 

 

            殿 

 

申出日     年  月  日 

 

申出者氏名        印 

 

 

私は、現在の有期労働契約の契約期間の末日までに通算契約期間が５年を超

えますので、労働契約法第 18 条第１項に基づき、期間の定めのない労働契約（無

期労働契約）への転換を申し込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

無期労働契約転換申込み受理通知書 

 

            殿 
 

受理日     年  月  日 

 

職氏名          印 

 

 

あなたから     年   月   日に提出された無期労働契約転換申込書につ

いて受理しましたので通知します。 

参考様式 無期労働契約転換申込書・受理通知書の例 

【モデル書式】無期労働契約転換申込書、無期労働契約転換申込み受理通知書
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様式第７号

第二種計画認定・変更申請書（記入例）

○ 年 ○ 月 ○ 日

富山労働局長殿

１ 申請事業主

名称・氏名 株式会社 ○○商事
代表者氏名

（法人の場合）
代表取締役 ○○ ○○ 印

住所・所在地
〒(    - ) 電話番号 (       )

ＦＡＸ番号 (       )

２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容

□高年齢者雇用推進者の選任

□職業訓練の実施

□作業施設・方法の改善

□健康管理、安全衛生の配慮

□職域の拡大

□職業能力を評価する仕組み、資格制度、専門職制度等の整備

□職務等の要素を重視する賃金制度の整備

□勤務時間制度の弾力化

３ その他

□高年齢者雇用安定法第９条の高年齢者雇用確保措置を講じている。

□65歳以上への定年の引き上げ

□継続雇用制度の導入

□希望者全員を対象

□経過措置に基づく労使協定により継続雇用の対象者を限定する基準を利用

（注）高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成 24年法律第 78号）附則第３項

に規定する経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基準がある場合

（記入上の注意）

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容」は該当する措置の内容の□にチェッ

クして下さい。

２．「３ その他」は、該当する□はすべてチェックしてください。

（添付書類）

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置」を実施することが分かる資料（例：契約書

の雛形、就業規則等）

２.高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる資料（就業規則等（経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する

基準を設けている場合は、当該基準を定めた労使協定書（複数事業所を有する場合は本社分のみで可。）を含む。））

３．変更申請の場合は、認定されている計画の写し。








実施する措置を一つ以上チェックし、それを

実施することが分かる資料を添付します。

実施している高年齢者雇用確保措置をチェックし、

その措置を確認できる就業規則等を添付します。

【申請様式】第二種計画認定・変更申請書（様式第7号）記入例


